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老人クラブの加入者数を
　増 や す 対 策 は

孤立死を未然に防ぐため
　部署間でどのように
　連 携 し て い る か

クラブ名称自体の変更等含め
　老 人 ク ラ ブ 連 合 会 と
　意見交換を行っていく

福祉相談担当者連絡会を開催し
　 連 絡 調 整 を 図 っ て い る

新

た

な

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

と

　

自
治
会
・
町
会
等
と
の
連
携
を

　

促

進

す

る

取

組

は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る

　

近

隣

自

治

体

情

報

交

換

会

や

　

市
民
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
い
る

吉
村　

文
明
議
員（
公
明
）　

地
域
の
老
人
ク
ラ
ブ
で
は
、

役
員
の
高
齢
化
や
会
員
の
減

少
等
が
課
題
と
思

う
が
、
加
入
者
数

を
増
や
す
対
策
等

は
あ
る
か
。

福
祉
保
健
部
長　

老
人
ク
ラ
ブ
と
い

う
名
称
自
体
が
敬

遠
さ
れ
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
名
称
変
更

等
の
必
要
性
も
感

服
部　

ひ
と
み
議
員（
共
産
）

　

平
成
23
年
４
月
か
ら
24
年

１
月
の
間
に
、
本
市
で
は
31

人
の
生
活
保
護
受
給
者
が

自
宅
に
お
い
て
単
身
で
亡
く

な
っ
て
い
る
と
聞
く
。
相
次

ぐ
孤
立
死
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
、
市
で
は
部
署
間
で
ど
の

よ
う
に
連
携
を
図
っ
て
い
る

か
聞
き
た
い
。

市
長　

各
部
署
の
担
当
者
で

構
成
す
る
福
祉
相
談
担
当
者

連
絡
会
を
月
１
回
開
催
し
て

お
り
、
各
分
野
の
相
談
業
務

に
つ
い
て
情
報
交
換
や
事
例

検
討
を
行
う
な
ど
の
連
絡
調

整
を
図
っ
て
い
る
。

議
員　

生
活
保
護
受
給
者
が

増
加
す
る
中
、
ケ
ー
ス
ワ
ー

カ
ー
の
増
員
が
必
要
と
思
う

が
、
本
市
の
現
状
は
。

福
祉
保
健
部
長　

本
市
の

ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
は
23
年
12

月
現
在
で
24
人
だ
が
、
一
人

当
た
り
１
４
０
世
帯
を
受
け

持
っ
て
お
り
、
担
当
世
帯
数

が
都
内
26
市
で
最
も
多
い
状

況
で
あ
る
。

他 

安
心
で
き
る
介
護
保
険
へ　

―

第
５
次
改
定
に
当
た
っ
て
―

じ
て
い
る
。

　

今
後
も
老
人
ク
ラ
ブ
の
魅

力
が
創
出
で
き
る
よ
う
老
人

ク
ラ
ブ
連
合
会
と
意
見
交
換

を
し
な
が
ら
、
連
合
会
等
の

取
組
を
支
援
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

議
員　

全
て
の
老
人
ク
ラ
ブ

を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
実
施
し
、
細
か
な
要
望
等

を
吸
い
上
げ
、
そ
れ
を
市
の

施
策
に
反
映
し
て
い
く
こ
と

も
必
要
と
思
う
が
ど
う
か
。

福
祉
保
健
部
長　

支
援
の
実

施
主
体
で
あ
る
市
に
対
し
て
、

西
村　

陸
議
員（
公
明
）　

市

が
防
災
へ
の
取
組
を
強
化
す

る
中
で
自
治
会
・
町
会
の
存

在
は
特
に
重
要
と
思
う
が
、

市
で
は
市
民
の
自
治
会
・
町

会
の
加
入
率
を
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
て
い
る
か
。

市
長　

加
入
率
は
比
較
的
高

い
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、

地
域
の
絆
、
支
え
合
い
の
核

と
な
る
自
治
会
・
町
会
に

期
待
さ
れ
る
役
割
は
大
き
く
、

今
後
更
に
加
入
率
を
高
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

議
員　

地
域
の
課
題
を
住
民

や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
な
ど
が
主
体

と
な
っ
て
解
決
す
る
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
が
広
が
っ

て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
新

た
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
自
治

会
・
町
会
等
の
交
流
・
連
携

を
促
進
す
る
取
組
は
。

市
民
生
活
部
長　

新
た
な
取

組
と
し
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
近
隣
自

治
体
情
報
交
換
会
を
平
成
23

年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
。

ま
た
、
市
民
等
を
対
象
と
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス

セ
ミ
ナ
ー
等
も
行
っ
て
い
る
。

要
望
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き

る
仕
組
み
を
つ
く
る
こ
と
が

望
ま
し
い
と
考
え
る
た
め
、

市
と
し
て
連
合
会
に
働
き
か

け
を
行
っ
て
い
く
。

総

務

委

員

会

総

務

委

員

会

総

務

委

員

会

総

務

委

員

会

　

総

務

委

員

会

　

文

教

委

員

会

　

厚
生
経
済
委
員
会

　

建
設
環
境
委
員
会

　

調
布
基
地
跡
地
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
国

家
公
務
員
宿
舎
建
設
の
中
止
に
伴
い
、
利
用

計
画
の
変
更
原
案
を
都
に
提
示
し
た
。な
お
、

主
な
変
更
点
と
し
て
は
、
土
地
利
用
に
つ
い

て
、
住
宅
ゾ
ー
ン
を
廃
止
し
、
北
側
全
体
を

業
務
・
商
業
ゾ
ー
ン
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
府
中
基
地
跡
地
留
保
地
の
国
立
医

薬
品
食
品
衛
生
研
究
所
移
転
計
画
に
関
し

て
、
市
か
ら
の
照
会
に
対
し
、
同
研
究
所
か

ら
、「
地
元
自
治
体
や
議
会
の
意
向
も
踏
ま

え
つ
つ
、
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
関
係
機
関

と
協
議
を
行
っ
て
い
る
」
と
の
回
答
が
あ
っ

た
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、こ
れ
を
了
承
し
た
。

　

府
中
駅
南
口
再
開
発
事
業
等
の
状
況
に
関

し
て
、
平
成
24
年
３
月
６
日
に
開
催
さ
れ
た

府
中
駅
南
口
第
一
地
区
組
合
の
臨
時
総
会
に

お
い
て
、
23
年
度
事
業
収
支
補
正
予
算
、
24

年
度
事
業
計
画
及
び
事
業
収
支
予
算
を
審
議

し
、
可
決
、
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
24
年
度
の
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に

つ
い
て
、
権
利
変
換
計
画
の
策
定
業
務
を
進

め
る
中
で
、
関
係
権
利
者
と
の
協
議
・
調
整

に
時
間
を
要
し
て
お
り
、
約
６
か
月
延
伸
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
竣
工

は
28
年
度
、
事
業
完
了
は
29
年
度
を
予
定
し

て
い
る
な
ど
の
報
告
が
あ
り
、
こ
れ
を
了
承

し
た
。

　

庁
舎
に
関
し
て
は
、
整
備
手
法
の
絞
り
込

み
に
向
け
、
現
敷
地
及
び
拡
張
し
た
敷
地
で

建
築
す
る
各
整
備
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
比
較

評
価
項
目
の
選
定
、
比
較
検
討
、
総
合
的
な

評
価
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
基
本
計
画
の
策
定
に
向
け
た
市
民

参
加
の
検
討
協
議
会
及
び
職
員
検
討
部
会

（
仮
称
）
に
つ
い
て
は
、
現
敷
地
と
敷
地
拡

張
で
条
件
が
変
わ
る
こ
と
や
周
辺
へ
の
影
響

も
多
大
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敷
地
拡
張
の
可

能
性
の
有
無
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
最
優
先

課
題
と
考
え
、
方
向
性
が
固
ま
っ
た
時
点
で

設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
る
な
ど
の
報
告
が

あ
り
、
こ
れ
を
了
承
し
た
。

再
開
発
対
策
特
別
委
員
会

市
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会

基
地
跡
地
対
策
特
別
委
員
会

　

こ
の
議
案
は
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復

興
に
関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災

の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
係

る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
等
の

公
布
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、「
平
成
26
年
度
か

ら
35
年
度
に
限
り
、
個
人
市
民
税
均
等
割
税

率
を
現
行
の
３
０
０
０
円
か
ら
３
５
０
０
円

に
引
き
上
げ
る
」等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、「
今
回
の
引
き
上
げ
は
、

地
域
の
防
災
施
策
の
底
上
げ
が
目
的
で
あ
る

と
聞
い
て
い
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、「
市
民
税
の
引
き
上
げ
は
多

く
の
市
民
に
影
響
す
る
た
め
、
問
い
合
わ
せ

に
対
し
て
は
き
ち
ん
と
回
答
し
て
ほ
し
い
」

等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成

多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

主
な
改
正
内
容
と
し
て
、「
介
護
保
険
料

に
お
い
て
、
基
準
と
な
る
第
４
段
階
の
月
額

保
険
料
を
３
９
５
０
円
か
ら
４
８
５
０
円
に

引
き
上
げ
る
」等
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、「
介
護
保
険
の
利
用
者

数
増
な
ど
の
見
込
み
を
踏
ま
え
、
保
険
料
を

算
出
し
て
い
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

委
員
か
ら
、「
今
回
の
改
定
で
は
、
保
険

料
段
階
を
細
分
化
す
る
な
ど
、
低
所
得
者
へ

の
配
慮
が
行
わ
れ
て
お
り
、
市
も
努
力
し
て

い
る
と
考
え
る
た
め
、
市
民
に
分
か
り
や
す

く
説
明
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
、

本
案
に
賛
成
す
る
」等
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
賛
成

多
数
に
よ
り
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き

も
の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
墓
地
等
経
営
の

許
可
権
者
が
都
知
事
か
ら
市
長
に
権
限
移

譲
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
経
営
の
許
可
等
に
関

し
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す
る
も
の

　

質
疑
に
対
し
て
、「
現
在
も
府
中
市
地
域

ま
ち
づ
く
り
条
例
を
根
拠
に
、
墓
地
の
設
置

予
定
者
と
市
が
協
議
を
し
て
い
る
が
、
申
請

前
の
協
議
を
規
定
に
加
え
、
い
ち
早
く
協
議

で
き
る
仕
組
み
と
し
た
」「
市
内
に
事
務
所

を
有
し
、
か
つ
経
営
実
績
が
７
年
以
上
で
あ

る
こ
と
を
要
件
と
す
る
た
め
、
市
内
に
事
務

所
等
を
有
し
て
い
な
い
法
人
に
よ
る
経
営
は

難
し
い
と
考
え
る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員

異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
。

　

こ
の
議
案
は
、
国
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い

る
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
・
運
営
に
関
す
る

最
低
基
準
を
都
道
府
県
が
条
例
で
定
め
る

こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の

　

改
正
内
容
と
し
て
、「
現
行
は
、『
法
及
び

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
等
』
と
定
め
て
い

る
が
、『
国
ま
た
は
都
が
定
め
る
保
育
所
の

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
』
に
改
め
る
」

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

質
疑
に
対
し
て
、「
今
後
は
都
条
例
の
基

準
を
根
拠
と
し
て
運
営
を
し
て
い
く
が
、
待

機
児
解
消
の
点
で
は
、
次
世
代
育
成
支
援
行

動
計
画
の
中
で
施
設
整
備
等
を
考
え
て
い

る
」等
の
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

審
査
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
は
、
全
員

異
議
な
く
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
定
し
た
。

第
７
号
議
案

府
中
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

第
８
号
議
案

府
中
市
墓
地
等
の
経
営
の
許
可
等
に
関
す
る

条
例

第
４
号
議
案

府
中
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

第
２
号
議
案

府
中
市
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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